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学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

感染警戒レベルの考え方

文科省・衛生管理マニュアル
（2021.4.28 Ver.6）

政府分科会提言
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ステージⅣ
爆発的な感染拡大および深刻な医療提供体制
の機能不全を避ける対応が必要な段階

ステージⅡ
感染者の漸増および医療提供体制への負荷が
蓄積する段階

ステージⅠ
感染者の散発的発生および医療提供体制に特
段の支障がない段階
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範囲： 原則、都道府県単位

まん延防止等重点措置

範囲： 原則、区画や市町村単位

市保健所の
指導・助言を受けて

２０２１．１１．１現在の状況
マニュアル・レベル１

政府分科会提言ステージⅠ

ステージⅢ
感染者の急増および医療提供体制における大き
な支障の発生を避けるための対応が必要な段階
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感染防止対策

マスクの着用

手指消毒

身体的距離の確保

〔保護者にお願いしていること〕
☆登校前の健康観察
➢児童生徒または同居家族に症状がある場合は登校を控える

○学校の感染対策についての理解と協力 ○誹謗中傷等のない人権尊重の視点に立った対応
※感染が心配される場合の学校への連絡・相談

児童生徒の心のケア

家庭訪問や電話による丁寧な相談

◎学校行事等の実施の工夫
・修学旅行、高原学校

・運動会、文化祭、音楽会 など

学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

長野市の学校における基本対応

健やかな学びの保障

タブレット端末を使った
授業配信

教材動画等を使った
オンライン学習

学習プリントを使った
自学自習

※感染が不安で登校を見合わせる児童生徒や学級閉鎖となった場合を含む
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「感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い活動」は行わない

学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

２学期開始時（レベル２・拡大局面）における学校の対応

８月17日付け学校教育課長名通知
「２学期における市立小・中学校の新型コロナウイルス感染症の対応」(８月27日一部改訂)

グループ活動 理科の実験 楽器の演奏 図工等の制作 調理実習 密に組む運動

部活動自粛

９／１２まで

公式大会出場者
（学校長の判断）

１時間以内の活動可

健康観察

➢児童生徒・教職員お
よび同居の家族に発
熱等の風邪症状があ
る場合、登校を控える

学校行事
延期・実施方法工夫

判断基準：陽性者数

１５．０人以上／１０万人
➢長野市内も控える

給食時の換気強化

休み時間の密回避

感染症対策と
体育施設の開放
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学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置発令時の対応
～文部科学省マニュアル・レベル３～

密を避けるための対応（文科省衛生管理マニュアルの徹底）

教室内の身体的距離確保の方法（例）
①特別教室や空き教室を利用した分散教室
②分散登校の実施

＜レベル3地域の対応について＞

・児童生徒の間隔を可能な限り２メートル（最低１メートル）確保する
・身体的距離の確保を優先して分散登校の導入などの工夫を行う
・学級の規模に応じ、学級を２つのグループに分ける

➢分散登校や時差登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う
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学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

子どもたちの居場所の確保（分散登校実施校）
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学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

子どもたちの居場所の確保（人的支援）

Ａ
登
校

子
ど
も
プ
ラ
ザ

プラザ時間の拡充
通常のプラザ

密
回
避

Ｂ
登
校

Ｂ登校児童の居場所

＜人的支援＞

教職員 プラザ職員 学生 市職員

教職員＋学生 プラザ職員＋市職員

プラザ職員＋市職員
＋教職員（勤務時間内）

午前 午後 放課後

教室を活用

Ｂ登校児童の居場所

教室を活用
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学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

誹謗中傷・差別・いじめ・偏見に関わって

☆現状
ワクチン差別に関わる啓発を含めて、
これまでも重ねて指導してきている
①PTAメール
②日常的な学級指導
③道徳や全校集会
④保護者通知等

ワクチン差別に関わる啓発チラシ
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学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

児童生徒の心のケアに関わる事業

令和２年度 心のリフレッシュ事業（校外活動編）

対象学年 ： 市立小・中学校 全学年
実施内容 ： 学習バスの手配と校外活動交通費の補助

令和３年度
心のリフレッシュ事業（芸術鑑賞編）チラシ

令和３年度 心のリフレッシュ事業（芸術鑑賞編）（予定）

対象学年 ： 市立・公立小学校６年生 約3,200人
実施内容 ： 長野市芸術館を会場としたオーケストラ鑑賞
実施期日 ： 令和４年２月17日（木）・18日（金）

心のリフレッシュ事業
コロナ禍により、多くの行事や学校生活が制限される中、児童生徒のストレスを緩和し、心の
ケアとするため、コロナの感染状況が収束している状況の中で市主催事業として計画したもの
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学校における新型コロナウイルス感染症に関わる対応について

現在の修学旅行の状況

※当初予定していた行程および日程を、新型コロナウイルス感染症の対応等でやむを得ず延期やキャンセルす
る必要がある際のキャンセル料等については、市教育委員会と学校と相談の上、補填している。

年度当初予定していた行き先
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実施または今後実施予定の行き先

県内
（中南信）

小学校 １８校
中学校 ０校

県外
（東京・関東方面）

小学校 １６校
中学校 ０校

県外
（関西方面）

小学校 ０校
中学校 ２２校

県外
（北陸・東北方面）

小学校 ２０校
中学校 ３校

県内
（中南信・全般）
＜北信＞

小学校 ４５校
中学校 １９校
＜中学校 ２校＞

県外
（東京・関東方面）

小学校 ０校
中学校 １校

県外
（関西方面）

小学校 ０校
中学校 １校

県外
（北陸・東北方面）

小学校 ９校
中学校 ２校


